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資料集 

はじめに 

1. 災害警戒本部・災害対策本部の本部長及び各級責任者及び参集基準 

 

※ 本部体制と配備体制については、町長が状況・被害確認して、必要に応じて弾力的

な運用をすることができる。(例：災害対策本部 第１次配備) 
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（総務課長） （総務課課長補佐）

全課長

防災担当

本部長 副本部長

本部長 副本部長

（総務課長） （総務課課長補佐）

防災担当

警報当番班

 

2. 組織図 

(1) 第１次配備の組織図 

1) 勤務時間内配備体制 

 

 

 

2) 勤務時間外配備体制 

 

     

 

※ 勤務時間：開庁日のAM8:30～PM5:15 

※ 勤務時間外：閉庁日及び開庁日のPM5:15～AM8:30 

※ 警報当番は、下記の構成により 

 

第1次配備体制(勤務時間外又は休日等) 警報当番構成

班長

課長補佐
級職員

その他職員（６名～７名）

班          員



資 料 集 

川辺町地域防災計画 

-3- 

資料集 

はじめに 

 

 

(2) 第２次配備の組織図 

基盤整備課課長補佐

（建設担当）○基盤整備課長

　産業環境課長 インフラ庶務班

物資・食料管理供給班

学校・保育所調整班

炊き出し班

インフラ部門 被害調査班

本部長 副本部長 住民部門 安否確認班

住民課課長補佐

（福祉担当）

(参事) (総務課長) ○住民課長

　教育課長 避難所開設班

医療班

事務部門 統括班
総務課課長補佐

（防災担当）

警

報

当

番

○総務課課長補佐

　企画まちづくり課長

　議会事務局長

　税務課長

　会計室長

庶務班

通信班

情報班

議会調整班

 

※ 参集職員 

・ 警報当番班は、本部長の判断によりサポート班を招集することができる。 

・ 避難所開設が必要な場合は、本部長の判断により、避難所担当職員を招集する

ことができる。 
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(3) 第３次配備の組織図 

(町長)

事務部門 統括班

○総務課長
　企画まちづくり課長
　議会事務局長
　税務課長
　会計室長

副本部長本部長 住民部門

(教育長)
(参事)

安否確認班

統括:消防団団長
代行:消防団副団長

インフラ部門

医療班

物資・食料管理供給班

消防団本部消防対策部門

○基盤整備課長
　産業環境課長

○住民課長
　教育課長
　保育所長
　学校給食共同調理場長

各方面隊

学校・保育所調整班

避難所開設班

小中学校教職員

被害調査班

消防団本部

インフラ庶務班

炊き出し班

自主防災組織

町会議員

現地対策本部

議会調整班

情報班

庶務班

通信班

 

※ 現地対策班は必要に応じて本部長の判断で設置する。 

※ 本部長は必要に応じて本部会議を参集する。    は本部員を示す。 

 

 

 

(4) 緊急初動体制 

防災担当

警報当番班

総務課長 総務課課長補佐

 

※ 消防団本部は、地震等の突発的災害時には緊急初動体制を確保する。 
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(5) 組織体制・所属部門等一覧 

防災担当

行政担当

総務課 財政担当

会計室 会計室

税務課 税務担当

議会事務局 議会事務局

住民課 福祉担当

教育委員会 社会教育担当

住民課 窓口・保険担当

保育所 保育所

教育委員会 ◎教育総務担当

保育所 ◎保育所

建設工務担当

水道工務担当

農林商工担当

環境担当

※「◎」は兼務担当において、主たる所属部門等を示す。

◎議会事務局

保健担当

組織体制・所属部門等一覧

統括班 総務課

庶務班

事務部門 企画担当

情報班

通信班

安否確認班

学校・保育所調整班

避難所開設班

◎住民課

　教育課

　保育所

　学校給食共同調理場

企画まちづくり課

議会調整班 議会事務局

給食センター 給食センター

物資・食料管理供給班 教育委員会 ◎社会教育担当

住民部門 医療班 住民課

管理・庶務担当

◎総務課

　企画まちづくり課

　議会事務局

　税務課

　会計室

基盤整備課インフラ庶務班
◎基盤整備課

　産業環境課

被害調査班

基盤整備課

産業環境課

インフラ部門

炊き出し班
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【参考】土砂災害危険度情報における危険度レベル 
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【参考】特別警報（平成25年8月30日運用開始） 

 

「特別警報」とは 

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時

に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準を

はるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、

新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。 

 特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災にお

ける大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出

した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者

を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。 

 特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあ

ります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただち

に命を守るための行動をとってください。 
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気象等に関する特別警報の発表基準 

 

 

津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 
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【参考】記録的短時間大雨情報 

 

「記録的短時間大雨情報」とは 

 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による観測）し

たり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の

一種として発表します。その基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県

予報区ごとに決めています。 

 

 この情報は、大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるよ

うな、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために発表するものです。お住ま

いの地域、あるいは隣接地域を名指ししてこの情報が発表されたときは、お住まいの地域で、

あるいは、近くで災害の発生につながる事態が生じていることを意味しています。ご自分の身

を守ることを第一に行動してください。  

 

記録的短時間大雨情報の発表例 

 下に示すのは、平成21年7月中国・九州北部豪雨の際に実際に発表された記録的短時間大雨

情報です。「○時△△県で記録的短時間大雨」は決まり文句になっています。「○時」という

のは、「○時までの1時間に」の意味です。その後に、記録的な短時間の大雨をその1時間に観

測した観測点名とその雨量を、または解析した市町村とその雨量を記述します。  

 

気象レーダーと地上の雨量計の観測を組み合わせた解析による発表例 

 

福岡県記録的短時間大雨情報 第１号 

平成２１年７月２４日１９時２５分 福岡管区気象台発表 

 

 １９時福岡県で記録的短時間大雨 

 福岡市早良区付近で約１１０ミリ 

 

 

地上の雨量計の観測による発表例 

 

福岡県記録的短時間大雨情報 第２号 

平成２１年７月２４日１９時３２分 福岡管区気象台発表 

 

 １９時２０分福岡県で記録的短時間大雨 

 福岡空港で１１４ミリ 
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【参考】原災法第10条、第15条の線量基準について 

 

 

              第10条           第15条   JOC事故で計測された 

平常時：0.05～0.1μSv/h   5μSv/h      500μSv/h  γ線の計測値：840μSv/h 

             （10分）     （10分） 

 

敷地境界 

の線量率 

              1地点にて10分以上 1地点にて10分以上 

                 又は         又は 

              2地点にて同時検出   2地点にて同時検出 

 

 

原災法第10条、第15条に基づく放射線量、放射性物質の濃度等 
 原災法第10条 原災法第15条 備考 

 

敷地境界の線量 

 

5μ㏜/h(10分継続) 

 

γ線が1μ㏜/h以上の時、

中性子線の放射線量とを合

計し、5μ㏜/h 

 

 

500μ㏜/h(10分継続) 

 

γ線が5μ㏜/h以上の時、

中性子線の放射線量とを合

計し、500μ㏜/h 

 

 

落雷は除く 

 

施設の異常な事象 

 

排気筒、排水口その他これ

らに類する場所において、

当該原子力事業所の区域の

境界付近に達した場合にお

けるその放射能水準が 5μ

㏜/h(10分継続) 

 

当該原子力事業所の区域内

において、火災、爆発その

他これらに類する事象の発

生により50μ㏜/h以上の放

射線量又は 5μ㏜/h相当の

放射性物質 

 

 

排気筒、排水口その他これ

らに類する場所において、

当該原子力事業所の区域の

境界付近に達した場合にお

けるその放射能水準が500

μ㏜/h(10分継続) 

 

当該原子力事業所の区域内

において、火災、爆発その

他これらに類する事象の発

生により5m㏜/h以上の放射

線量 
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3. 災害警戒本部・災害対策本部の事務分掌 

   ※担当長とは担当業務に属する職員の上席者をいう。 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

即

即

1 即

即

24

24

24

24

即

24

即

24

24

24

72

72

72

一

※

※

※

※

※ ※

24

24

72

72

24

24

24

24

72

72

一

一

一

民間協力団体等への協力要請

2

各部門・班の対策実施状況の把握、各部門・部門間の調整、分担任務の明確でない事項に関する担当

部門・班の決定
24

全

2

3

2

3

職員の活動ローテーション計画、配置調整

災害警戒本部・災害対策本部・現地災害対策本部の閉鎖の要請

避難区域の設定、避難準備情報の発令、解除

職員本人の安否確認、職員の参集状況の把握(風水害)(地震)(原子力等)行政担当

(班長)行政担当長

(班員)行政担当

災害見舞者・災害視察者・その他関係者との連絡調整

災害犠牲者の合同慰霊行事

職員の動員・配置に関する調整

国・自衛隊・県への報告・要請

災害対策本部(配備Lv3)、全職員の招集

給与、福利厚生の管理

公用車の管理・燃料確保

総合的な復旧・復興計画の立案・調整

担当別事務分掌

統括業務

災害関連情報の収集・整理・伝達

本部長の命令、指示事項等の伝達

災害警戒本部(配備Lv1)の設置(風水害)(地震)(原子力等)、職員の招集

災害警戒本部(配備Lv2)の設置(風水害)(地震)(原子力等)、職員の招集

激甚災害指定の手続きの実施

ライフライン・交通規制等情報の総括と分析

隣接市町村との相互協力・応援

ヘリコプターの派遣要請

災害応急対策全般の調整

部門長会議・本部員会議の開催及び本部長室・事務部門の運営

県本部・必要に応じて国へ報告

災害関係文書・様式の印刷

災害救助法適用の申請、激甚災害指定の申請

秘書・職員管理業務

通常業務の再開状況の把握、再開計画

自衛隊の撤収要請

職員家族の安否確認、職員家屋の被害状況確認

車両他輸送手段の確保・配車計画・緊急輸送の実施

事務部門

現地対策本部の設置(風水害)(地震)(原子力等)

避難区域の設定、避難勧告・指示の発令、解除

[統括班]

防災担当

(班長)防災担当長

(班員)防災担当

行方不明者業務

行方不明者の情報収集

行方不明者捜索依頼届の受付、名簿作製

行方不明者名簿の公開

警察署・自衛隊と協力し行方不明者の捜索
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

※ ※

24

24

24

24

24

24

72

72

72

一

一

一

※

72

一

24

24

24

24

24

72

72

72

一

即

24

24

24

24

24

72

即

24

24

72

一

事務部門

担当別事務分掌

3 災害時総合相談窓口の開設・運営

[庶務班]

財政担当、会計室

(班長)財政担当長

(班長)会計室長

(班員)財政担当

(班員)会計室

3

システム障害発生状況の把握、復旧手配

職員用　災害に関する経費精算文書の送付

義援金の受け入れ、領収書の発行

義援金の保管、受け払い簿の作成

災害広報活動計画の立案、連絡調整、広報活動実行

自衛隊・自治体応援職員等の受入、必要物資調達、宿泊所運営

[通信班]

企画担当

(班長)企画担当長

(班員)企画担当

2

所管防災行政無線局の使用可能状況を確認

本庁舎の被害状況の把握、復旧対応

2

災害弔慰金・被災者生活再建支援金・災害援護資金貸付及び災害救助法関係事務

非常用電源装置の作動状況確認、燃料確保

共通業務

臨時へリポート開設の計画・調整

補正予算の取りまとめ

被害状況・対策実施状況の記録

公有財産・所轄施設の被害状況の把握

鉄道施設に関する情報収集・整理

職員用　物資・食糧管理業務

住民への情報提供(広報)

被災者支援システムのデータ入力等のサポート

情報収集体制の整備

広報業務

2

義援金の配分方法、実施スケジュールの広報、配分

ブロードバンド施設の被害状況の確認、修繕手配

電算業務

災害関係費の収支関係書類審査、支払、決算処理

電子計算機業務の総括管理・安定化
3

ボランティアの受入支援

業者の在庫確認

災害情報の発信及び災害記録

町ホームページの管理・運営・情報発信

協定先からの食料・燃料の調達

報道機関との連絡調整

職員用　物資・食糧供給先、供給品目リストの作成

補正予算の検討、スケジュールの報告

事務管理業務

職員用　物資・食糧の調達に伴う一括調達品目リスト、業者名簿の作成

2

警戒・応急対策用資機材・車両の調達・確保

ボランティア受入業務

ボランティアセンターの活動拠点、資材等の提供支援

防災無線の保守

緊急町長声明発表及び町長記者会見

3

2

防災無線の運用
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資料集 

はじめに 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

即

24

3 一

24

72

一

24

24

24

一

一

2

3

事務部門

担当別事務分掌

議会事務業務

総合窓口電話対応

被災者等への税の納期限延長、減免等の対応 

女性専用の災害相談窓口の開設

避難所開設の自治組織との連絡調整

総合窓口電話対応

共通業務

町議会との連絡・調整

[情報班]

税務担当

(班長)税務担当長

(班員)税務担当

り災証明の発行・台帳作成

議会災害対策本部の設置・運営支援

電話内容等記録、統括班及び担当班への伝達

[議会調整班]

議会事務局

(班長)議会事務局長

(班員)議会事務局員

被害状況の情報収集

2

2

り災調査業務

被害状況の調査・撮影・記録

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資 料 集 

川辺町地域防災計画 

-15- 

資料集 

はじめに 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

即

即

24

72

72

72

72

72

72

72

72

72

一

一

一

24

72

即

即

3 一

24

24

即

即

24

24

72

72

72

72

一

72

一

一

一

一

一

3

住民の安否情報の収集整理

戸籍・住民等各種届出の受理・証明書の交付事務

2

2

2

共通業務

災害時要援護者の避難、安否確認、支援（各担当業務が発生するまで、終了してからの業務）

社会教育施設業務

国保・後期高齢・介護・国民年金等関連システム稼働状況の確認

各種届出・保険・年金業務

国保税等の納期限延長、減免等の処理

安否確認業務

福祉施設の復旧見通しの把握

在宅高齢者サービス提供業者の復旧状況の確認

災害時要援護者の相談

介護サービス提供可能な事業者の情報提供、相談受付

寝たきり・要介護度の高い高齢者のケア

災害時要援護者の支援

社会福祉協議会、民生児童委員、日赤との連絡調整

共通業務

福祉避難所の開設・運営・避難者の名簿作成

所管施設の被災状況の確認、応急対策

避難所開設・運営、避難者名簿の作成

避難所開設・運営業務

所管施設利用者の安全確保

福祉避難所の総括

災害時要援護者身元不明者の確認・照会

避難所開設の自治組織との連絡調整

災害時要援護者の避難、安否確認、支援（各担当業務が発生するまで、終了してからの業務）

高齢者・障がい者施設の被害状況の確認、応急対策

災害時要援護者の避難状況の把握

[避難所開設班]

窓口・保険担当

(班長)窓口・保険担当長

(班員)窓口・保険担当

災害時要援護者の把握

福祉避難所及び病院等への移送支援

避難所の縮小・閉鎖の検討

避難所の設備・機能調査

2

社会教育担当

(班長)社会教育担当長

(班員)社会教育担当

住民部門

[安否確認班]

福祉担当

(班長)福祉担当長

(班員)福祉担当
死亡届等受付・埋火葬に伴う事務への協力体制整備

避難所における通信手段の確保

3

災害時要援護者の避難、安否確認

医療費の相談、療養費・葬祭費支給処理

年金納付・受給相談

指定文化財施設・所管施設の被害状況の確認

国保証等の再交付

災害時要援護者の避難状況の把握（各担当業務が発生するまで、終了してからの業務）

帰宅困難者の避難・救援、安否確認

国民年金保険料の申請免除、年金証書の再発行

避難者等より、安否情報や、り災者情報の収集

担当別事務分掌

2
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資料集 

はじめに 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

24

即

24

72

72

72

72

72

72

72

一

一

24

24

24

3 72

2 24

24

24

24

24

3 一

24

24

24

72

一

即

即

一

一

一

即

即

一

一

一

物資・食糧供給業務

学校総務業務

学校施設業務

所管施設の被害状況の確認、応急対策（開館中）

学校教職課職員・各学校職員・児童・生徒の安否確認、安全確保

2

医療ボランティアの受入れ

防疫用薬剤・資機材の必要数量を把握し調達

遺体収容業務

警察・医師会へ遺体の検視・検案への協力要請

災害拠点病院・医師会等医療関係団体との連絡調整

学校施設・設備の被害状況の確認、応急対策

戸籍・住民等各種届出の受理・証明書の交付事務

[学校・保育所調整

班]

教育総務担当

(班長)教育総務担当長

(班員)教育総務担当

小・中学校の再開準備

り災児童生徒に対する学用品、教科書の支給

諸物資器具の調達、配分

保育料の減免等の相談

休校措置及び保護者等への連絡

県教育委員会との連絡調整

[医療班]

保健担当

(班長)保健担当長

(班員)保健担当

調達が必要な物資・食糧の調達に伴う一括調達品目リスト、業者名簿の作成

物資・食糧の発注

所管施設の危険箇所の表示、安全対策

所管施設の修繕手配

被災者及び避難者の健康相談

感染症の予防へ協力する

第二次搬送収容医療機関の確保

2
業者の在庫確認

救護所・病院業務

災害拠点病院との連携による診療

物資・食糧供給先、供給品目リストの作成

地域診療所の被害状況及び受け入れの確認

食品衛生業務

食品の衛生監視

物資・食糧管理業務

葬祭業者に死体搬送・葬祭用品の調達依頼

2

3

救急用品・薬品等の調達

拠点救護所の設置・管理

拠点救護所支援及び診療所開設準備

2

各事務所・施設等の設備・機能調査

遺体の収容及び遺体安置所・代替火葬場の確保

2

3

避難所における応急教育・心のケア・健康管理等児童・生徒向け救援対策

学校再開・応急教育の検討、準備

所管施設利用者の安全確保（開館中）

調達が必要な物資・食糧の供給

住民部門

担当別事務分掌

2

3

[物資・食料管理供

給班]

社会教育担当

(班長)社会教育担当長

(班員)社会教育担当

遺体の埋火葬の実施、災害死体送付票の作成・送付

3
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資料集 

はじめに 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

即

即

72

一

一

一

2 24

72

72

72

72

※

※

※

※

※

※

住民部門

担当別事務分掌

2

3

3

2

災害時要援護者の把握

子育て支援センターの被害状況の確認、応急対応

避難者数等の情報から食品を調達

避難所の縮小・閉鎖の検討

炊き出し班は病院・福祉施設等の要請に基づき緊急食品を供給

[炊き出し班]

給食センター

(班長)場長

(班員)調理員 輸送手段の確保

学校給食用の食材の確保（学校再開時）

炊き出しのための施設・設備等の確認・点検

炊き出し用機材・熱源・人員の確保

炊き出し業務

避難所における通信手段の確保

保育所

(班長)保育所所長

(班員)保育所員 避難者の心のケア

災害時における応急保育の実施、保育所の再開検討

福祉避難所及び病院等への移送支援

福祉避難所の開設・運営・避難者の名簿作成

保育料の減免等の相談

避難所開設・運営、避難者名簿の作成

保育所の来所者の安全確保、避難誘導

乳幼児・保育園児業務

避難所開設・運営業務
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資料集 

はじめに 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

即

24

即

即

24

24

24

24

即

24

即

72

72

一

一

一

即

24

24

72

72

24

24

24

72

即

24

24

72

72

72

2 即

一

※

※

※

24

72

24

72

※

※

※

24

72

一

一

一

※

※

※

※

所管施設の応急措置の手配

商業施設・工業施設の被害状況の取りまとめ

林業関連業務

応急処置で対応できる箇所を選定、応急対応

本部と協力し町内民間団体、自主防災組織、事業所に協力要請する

広域応援受入の搬入・搬出ルートの選定

復旧計画の立案

断水地域に関する情報を収集・整理し、応急給水計画を作成

ため池等農業施設の被害状況の確認、安全確保

林道の通行止め等の解除、災害復旧対策の検討

林産物の病害虫対策

林業の災害応急・復興支援

担当別事務分掌

業者への情報提供、対策指示

土木施設業務

上水道施設業務

下水道施設業務

応急給水業務

下水道施設等の被害状況の確認、応急復旧対策

病院等防災拠点施設・町民への応急給水

マンホール式トイレの設置､撤去・縮小

下水破損状況等の確認

地すべり、山崩れ等の応急措置、応急復旧

農業の復興支援

農産物の除毒・防除等の実施

山崩れ等の情報収集、応急措置、林道通行止め措置

建築資材等その他災害復旧用資材の確保・調達に関する協力

治山、林業施設の被災状況の確認

商業施設・工業施設の被害状況の確認、安全確保の手配

商業・工業団体からの支援物資供給体制などの構築

道路・河川等土木関係施設の被害状況の確認、応急復旧対策

土砂災害の状況を調査し、安全対策を実施

交通管制の実施、交通安全の確保

災害時の交通規制実施の協力

用水施設の点検、被害状況の確認、応急復旧対策

緊急輸送路（迂回ルートの点検、被災箇所の把握）

消防水利のための用水通水

インフラ部門

水道工務担当

(班長)水道工務担当長

(班員)水道工務担当

上水道施設の点検、被害・断水状況の確認、応急復旧対策

水道指定店等関係機関への協力要請

水質調査を実施

水道協会への応援要請

国道・県道・町道の被害状況の確認、ルート確保、通行止め措置

孤立地区の解消に向けた仮設道路の検討、工事

危険箇所の通行止め等交通規制区域を指定

町道の復旧

[被害調査班]

建設工務担当

(班長)建設工務担当長

(班員)建設工務担当

復旧計画の立案

下水道施設等を活用したし尿処理対策

復旧計画の立案

離職者の状況を調査

離職者の状況をハローワーク等に報告

災害時における各種貸付

農林商工担当

(班長)農林商工担当長

(班員)農林商工担当

2

3

2

3

3

農業関連業務

商工業関係の復興支援を実施

農作物の病害虫対策

林産物の除毒・防除等作業の実施を要請

2

2

2

2

商工関連業務

商工業関係者に、公的金融制度・特別措置を周知

農産物・畜産物の被害状況に関する情報収集・整理

農業用水の通水確保

交通支障箇所に関する情報収集
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資料集 

はじめに 

対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 配備Lv 対応

24

24

24

24

72

72

72

72

72

※

24

24

24

24

24

24

72

72

72

72

24 24

24 24

24 24

72 72

即 即

24 24

24 24

72 72

72 72

※ ※

※ ※

72 72

72 72

72 72

72 72

※ ※

一 一

※ ※

※ ※

災害ごみ処理等環境・衛生対策に関する相談

避難所の消毒指示

廃棄物業務

環境業務

被害が集中的で著しい地区において、ねずみ・昆虫等を駆除

環境汚染に関する広報を発信

ごみ排出方法等の広報の実施

緊急活動用道路上の堆積物の収集・搬出措置、有害ごみ発生箇所の把握と危険防止措置

バキュームカーの確保、し尿の収集・処理依頼

[被害調査班]

環境担当

(班長)環境担当長

(班員)環境担当

有害物質取扱事業所等の被害状況の情報収集

有害物質の漏えい状況等の確認

有害物質取扱事業所への除去・規制・周辺地域住民への周知の要請

し尿処理方法等の広報の実施

ごみ・がれきに関する情報収集

インフラ部門

担当別事務分掌

仮設トイレの設置､撤去・縮小

し尿処理計画の作成、仮設トイレ数の把握

放射線モニタリングの実施及び計測結果の整理

避難所の衛生指導・管理

トイレ使用可能状況等の確認

2

統括班から放射性物質・原子力災害等の情報収集

愛玩動物対策

[インフラ庶務班]

管理・庶務担当

(班長)管理・庶務担当長

(班員)管理・庶務担当

電力・電話に関する情報収集、関係会社に応急復旧依頼

宅地造成等開発行為箇所、被害宅地、危険宅地等の被害状況の確認

ライフラインの被害状況調査

被災者に住宅補修指導

ライフライン関連業務

仮設住宅設置用地の検討

災害時協定締結済み土木関係企業との連絡・調整

災害復興にかかる都市計画に関する協力

災害復興に係る都市計画

被災者向け住宅供給計画の立案、調整

仮設住宅用地の確保

町営住宅の被害状況の確認、情報を収集・整理

仮設住宅の建設・供給

宅地造成等行為箇所等の被害状況の確認、応急対策

都市計画施設業務

危険建物・区域等の立ち入り禁止措置

被災建築物・被災宅地の応急危険判定を実施に関する取りまとめ

町営住宅の復旧・復興計画を作成する

町営住宅入居者の安否確認

LPガス供給業者にガス施設の応急復旧を要請

二次災害箇所の点検、確認

インフラ庶務業務

ごみ・がれき等の収集・搬送依頼

2

3

3

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

川辺町地域防災計画 

-20- 

資料集 

はじめに 

4. 防災機関の事務又は業務の大綱 

(1) 町 
 

機関名称 事務又は業務の大綱 

川辺町 １ 川辺町防災会議及び川辺町災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する組織の整備 

３ 防災都市づくり事業の推進 

４ 防災に関する施設及び設備の整備、点検 

５ 災害応急・復旧用資材及び物資の備蓄、整備 

６ 町域にある公共的団体及び住民の自主防災組織の育成、指導 

７ 防災知識の普及と防災に関する教育及び訓練の実施 

８ 防災に関する調査研究 

９ 災害に関する情報の収集、伝達及び被害の調査 

10 町域にある町民等への避難準備情報、避難の勧告又は指示の伝達、誘

導 

11 町域にある町民等への災害時広報及び災害相談の実施 

12 消防、水防その他の応急措置 

13 被災者の救護、救助その他の保護 

14 高齢者、障がい者、病弱者、妊産婦、乳幼児等特に配慮を要する者に

対する防災上必要な援護措置 

15 緊急道路及び緊急輸送の確保 

16 災害時における清掃・防疫その他の保健衛生に関する措置 

17 災害時における応急教育 

18 管内の防災関係機関が実施する災害応急対策の調整 

19 その他災害の防御と拡大防止のために必要な措置 

20 被災者の生活確保 

21 民生の安定及び社会経済活動の早期安定 

 

(2) 消防機関 
 

機関名称 事務又は業務の大綱 

可茂消防事務組合 

川辺町消防団 

１ 災害時における消防活動 

２ 災害時における水防活動 

３ 災害時における消防通信 

４ 災害に関する情報の収集、伝達、啓発、指導 

５ 災害時における救急・救助活動 

 

(3) 県 
  

機関名称 事務又は業務の大綱 

岐阜県 １ 岐阜県防災会議に関する業務 

２ 防災に関する施設、組織の整備と訓練 

３ 災害による被害の調査報告と情報の収集等 

４ 災害の防除と拡大の防止 

５ 救助、防疫等り災者の救助保護 

６ 災害復旧資材の確保と物価の安定 

７ 被災産業に対する融資等の対策 

８ 災害時における文教対策 

９ 被災県営施設の応急対策 

10 災害時における公安の維持 

11 災害対策要員の動員、雇上 

12 災害時における交通、輸送の確保 

13 災害時における防災行政無線通信の防護と統制 

14 被災施設の復旧 

15 市町村が処置する事務、事業の指導、指示、あっせん等 

可茂土木事務所 １ 土木施設、都市施設の被害情報の収集、集約に関すること 

２ 水防の全般に関すること 

３ 交通不能箇所の調査及びその対策に関すること 

４ その他土木関係の災害対策に関すること 
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機関名称 事務又は業務の大綱 

中濃振興局 １ 地区支部内の連絡及び調整に関すること 

２ 災害関係職員の動員及び派遣に関すること 

３ 気象警報の伝達等に関すること 

４ 庁舎その他財産の災害対策に関すること。 

５ 消防の広域応援(緊急消防援助隊含む)に関すること 

６ 自衛隊の災害派遣に関すること 

７ その他応援部隊の受け入れ調整に関すること 

８ 市町村における災害対策の指導又は連絡、調整に関すること 

９ 被災地の情報収集及び集約に関すること 

10 市町村への職員派遣(情報収集及び市町村支援等)に関すること 

11 各種団体の視察の対応に関すること 

12 通信に関する総合調整に関すること 

13 災害時における市町村が実施する清掃及び清掃施設の対策に関するこ

と 

14 災害時における市町村のし尿処理の支援に関すること 

15 災害時における公害防災対策に関すること 

16 公害防災施設等の災害対策に関すること 

17 自然公園施設等の災害対策に関すること 

18 災害時における下水道終末処理施設に関すること 

19 食料物資供給に関すること 

20 電力、ガス等の災害対策に関すること 

21 緊急通行車両の確認に関すること 

22 災害活動に協力する女性団体及び青年団の連絡及び調整に関すること 

23 災害救助法に関すること 

24 その他社会福祉関係の災害対策に関すること 

25 商工業関係の災害対策に関すること 

26 義援金の受付に関すること 

27 その他、支部の各班で所管しないその他の業務に関すること 

加茂警察署 １ 警察関係の災害対策に関すること 

２ 警察通信による災害救助、水防等に関すること 

３ 被災者の救出、救護 

４ 遺体の見分、検視等 

５ 住民の安全確保と避難の指示及び誘導 

中濃保健所 １ 災害時における医療、助産に関すること 

２ 災害時における飲料水に関すること 

３ 災害時における防疫に関すること 

４ 災害時における広域火葬計画に関すること 

５ その他の保健衛生関係の災害対策に関すること 
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(4) 指定地方行政機関 
  

機関名称 事務又は業務の大綱 

東海財務局岐阜財務

事務所 

１ 立会関係 

(1) 公共土木、農林水産業、公立文教、公営住宅等法律補助による災害復

旧事業費検査立会 

(2) その他予算補助による災害復旧事業費検査立会 

２ 証券関係 

(1) 届出印鑑喪失時の可能な限りの便宜措置の要請 

(2) 有価証券喪失時の再発行手続きの協力要請 

(3) 預かり有価証券の売却・解約代金の即日払い申出時の可能な限りの便

宜措置の要請 

３ 融資関係 

(1) 地方公共団体の災害復旧事業債の融資 

(2) 地方公共団体に対する短期資金の融資 

４ 金融関係 

(1) 災害関係の融資に関する措置の要請 

(2) 預貯金の払戻及び中途解約に対する措置の要請 

(3) 手形交換、休日営業等に関する措置の要請 

(4) 生保及び損保保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置の要請 

(5) 営業停止等における対応に関する措置の要請 

東海農政局岐阜農政

事務所 

１ 農地防災事業、地すべり防止区域内の農地地域に係る地すべり対策事

業等の防災に係る国土保全対策の推進 

２ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報の収集 

３ 被災地に生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要

な指導 

４ 被災地における農産物等の病害虫防除に関する応急措置についての指

導 

５ 農地、農業用施設等の災害時における応急措置についての指導並びに

これらの災害復旧事業の実施及び指導 

６ 直接管理し、又は工事中の農地、農業用施設等についての応急措置 

７ 地方公共団体の要請に応じ、農林水産省の保有する土地改良機械の貸

付け等 

８ 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等に対する指導 

９ 応急用食糧の供給支援にあてる在庫量の調査及び調達・供給体制の整

備 

10 米穀・乾パン等応急食糧の調達・供給 

11 小売店の巡回点検により食料品の需給、価格等の動向を、新消費者総

合対策に基づき調査実施 

12 食糧の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集し、消

費者に提供するための緊急相談窓口の設置 

岐阜地方気象台 １ 気象業務施設の整備 

２ 気象資料の収集整理と伝達 

３ 気象予警報等の発表と伝達 

４ 東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震観測情報の通報 

５ 地震情報の通報 
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機関名称 事務又は業務の大綱 

中部地方整備局 

岐阜国道事務所・木

曽川上流河川事務所 

《 一般災害対策 》 

１ 施設の整備と防災管理 

２ 水防のための警報等の発表、伝達と水害応急対策 

３ 被災施設の調査と復旧 

《 地震対策 》 

１ 災害予防 

(1) 所管施設の耐震性の確保 

(2) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(3) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(4) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

２ 応急・復旧 

(1) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(2) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

(3) 所管施設の緊急点検の実施 

３ 警戒宣言発令時 

(1) 警戒宣言、地震予知情報等の迅速な伝達 

(2) 地震災害警戒体制の整備 

(3) 人員・資機材等の配備・手配 

(4) 緊急輸送道路確保のための交通規制に対する協力 

(5) 道路利用者に対する情報の提供 

 

(5) 自衛隊 
 

機関名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊第10師団

第35普通科連隊(守

山) 

航空自衛隊岐阜基地 

１ 防災関係資料の基礎的調査 

２ 災害派遣計画の作成 

３ 初動重視の災害派遣態勢の確立 

４ 部隊等の災害派遣の実施 

５ 防衛庁の管理に属する物品の無償貸与又は譲与 

 

(6) 指定公共機関 
 

機関名称 事務又は業務の大綱 

西日本電信電話㈱岐

阜支店 

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

㈱NTTﾄﾞｺﾓ東海 

KDDI㈱ 

１ 電気通信施設の耐震化等整備と防災管理 

２ 災害時における緊急通話の取扱い 

３ 電気通信の確保 

４ 電気通信施設の災害復旧 

日本赤十字社岐阜県

支部 

１ 医療救護活動 

２ 救護物資の備蓄と配分 

３ 災害時の血液製剤の供給 

４ 義援金の受付及び配分 

５ 赤十字奉仕団の指導 

中部電力㈱岐阜支店 １ 電力施設の耐震化等整備と防災管理 

２ 電力供給の確保 

３ 電力緊急融通措置 

４ 電力施設の災害復旧 

日本放送協会岐阜放

送局 

１ 放送施設の耐震化等整備と防災管理 

２ 町民等に対する防災知識の普及と警報等の周知徹底 

３ 警戒宣言及び地震予知情報等の報道 

４ 町民等が防災行動をとるために必要な情報の提供 

５ 災害応急対策の実施状況等の報道 

日本郵政㈱川辺郵局 

川辺麻生郵便局 

１ 災害時における郵政事業運営の確保 

２ 災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の実情に応じ、郵政事業に係

る災害特別事務取扱い及び援護対策 
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(7) 指定地方公共機関 
 

機関名称 事務又は業務の大綱 

(社)岐阜県エルピー

ガス協会 

１ ガス施設等の整備と防災管理 

２ 災害時におけるガス供給の確保 

３ 被災施設調査と災害復旧 

日本水道協会岐阜県

支部 

１ 災害による水道施設被害の調査報告 

２ 災害の防除と被害の拡大防止 

３ 被災施設の応急対策と復旧 

岐阜県下水道協会 １ 災害による下水道施設被害の調査報告 

２ 災害の防除と被害の拡大防止 

３ 被災施設の応急対策と復旧 

 

(8) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 
  

機関名称 事務又は業務の大綱 

加茂医師会 １ 医療及び助産活動 

２ 防疫及び遺体の検案の協力 

３ 県医師会並びに各医療機関との連絡調整 

社会福祉協議会 １ 災害時のボランティアの活動の推進 

２ 災害時要援護者への救助及び生活支援活動の協力 

３ 被災生活困窮者に対する生活福祉資金貸付の申込み受付 

加茂歯科医師会 １ 歯科医療活動 

２ 遺体の検案の協力 

３ 保健衛生活動の協力 

岐阜県薬剤師会 

岐阜県医薬品小売商

業組合加茂支部 

１ 救急医薬品調達の協力 

２ 保健衛生活動の協力 

加茂建設業協会 

岐阜県建築工業会 

 

１ 道路・河川等公共土木施設の応急対策の協力 

２ 倒壊住宅等の撤去の協力 

３ 応急仮設住宅の建設、被災住宅の応急修理の協力 

４ その他災害時における復旧活動の協力 

５ 加盟各事業者との連絡調整 

加茂管工事協同組合 １ 災害時における上・下水道の復旧活動の協力 

２ 加盟各事業者との連絡調整 

岐阜県電気工事業工

業組合 

中濃支部 

１ 災害時における電気設備資機材、労務の提供 

２ 加盟各事業者との連絡調整 

自主防災組織、 

区長会、女性の会、 

ＰＴＡ等地域団体 

１ 組織的初期消火 

２ 被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び避難所内の世話業務等

の協力 

３ 自主防災活動の実施 

 

 

 

 


